レンタル約款

第１条（総則）

　お客様（以下「甲」）と、株式会社アックスプロダクツ（以下「乙」）との間の賃貸借契約

　（以下「レンタル契約」　について、別に書類を作成しない場合には以下の条文の規定を適用

　する。

第２条（物件）

　乙は甲に対し、乙が甲に発行するお客様控又は納品書に記載するレンタル物件（以下「物件」）

　を賃貸し、甲はこれを貸借する。

第３条（レンタル期間）
　レンタル期間はお客様控又は納品書に記載する期間とする。この約款に基づくレンタル契約は、

　定める場合を除きレンタル期間満了の日まで解除し、又は終了させることはできない。

第４条（料金）

　甲は、乙が発行したレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出したレンタル

　料、その他代金などに消費税を付した金額（以下「レンタル料金」）を乙に支払う。

　レンタル料金は機材借受時に全額現金で支払うものとする。

第５条（物件の引渡し）

　乙は甲に対し、物件を乙事務所において、使用日の前営業日午後（18：00まで）に引渡し、

　甲は物件を使用日の翌営業日午前中（10：00～12：00まで）に返還する。

第６条（担保責任）

　甲は乙に対し、引渡し時において物件が正常な性能を備えている事のみを担保とし、甲の使用

　目的への整合性については担保としない。

第７条（担保責任の範囲）

　甲は、物件の引渡し時及び使用前に、物件を十分に点検し、不都合の有無を確認する。

　物件の故障等による使用中の損害については乙は一切責任を負わないものとする。

第８条（物件の使用、保管）

　甲は物件の善良な管理者の注意をもってこれを保管し、物件を本来の使用目的以外に

　使用しない。

　甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転借及び改造をしてはならない。

第９条（滅失、破損時の責任）

　甲は乙より借受けた本件機材は、受領時と同等、同様の状態にて返却するものとする。返却時

　に本件機材が滅失及び破損していた場合、甲は故意又は過失の有無を問わずこれに伴う乙の損

　害を負担する。

第１０条（レンタル期間の延長）

　甲から延長期間を定めて延長期間の申し出があった場合は、乙は当該レンタル契約に適用され

　る料金制度表に基づき、この申し出を承諾することができる。

第１１条（物件の返還遅延の損害金）

　甲は乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還が遅延した場合は、甲はその返還すべき

　日から返還完了日までの遅延損害金を乙に支払うものとする。

第１２条（記録情報）

　甲は乙に対してレンタル期間中、及び甲が乙に物件を返還した後において、物件の内部に記録

　された情報の返還、修復、削除、賠償などの請求はできないものとする。

第１３条（契約解除）

　甲が以下の項目に該当する時は、借受物件を直ちに乙に返却するものとする。

　・本契約のいずれかに違反した場合。

　・強制執行、仮処分、仮差押えを受けた場合。

　・甲の信用状況が著しく低下したと判断された場合。

　・支払い状況に関して規約と違った場合。

甲（お客様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　　〒870-0030
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大分県大分市三芳４４５番-４
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社アックスプロダクツ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役 宮本 洋一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
